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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

　 コ ン テ ン ツ 信 号 の 受 信 処 理 を 行 う 少 な く と も 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 と 、
　 上 記 第 １ ， 第 ２ の 受 信 処 理 部 で 得 ら れ る 各 コ ン テ ン ツ 信 号 を 同 時 に 記 録 媒 体 に 記 録 又 は
再 生 処 理 を 行 う 記 録 再 生 処 理 部 と 、
　 上 記 受 信 処 理 部 か ら 出 力 さ れ る コ ン テ ン ツ 信 号 、 又 は 上 記 記 録 媒 体 か ら 再 生 さ れ る コ ン
テ ン ツ 信 号 を 所 定 の 出 力 部 に 出 力 さ せ る 出 力 処 理 部 と 、
　 ユ ー ザ ー 操 作 の た め の 操 作 部 と 、
　 上 記 操 作 部 で 指 示 さ れ た チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ 信 号 を 、 上 記 第 １ の 受 信 処 理 部 で 得 て
上 記 出 力 部 に 出 力 さ せ な が ら 、 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と し て 上 記 記 録 媒 体 へ 記 録 し て
お り 、 ま た 、 上 記 第 ２ の 受 信 処 理 部 で 得 ら れ る 或 る チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ 信 号 を 第 ２ の
コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と し て 上 記 記 録 媒 体 に 記 録 し て い る 、 同 時 記 録 実 行 中 に 、 上 記 操 作 部
に よ り 再 生 関 連 操 作 が 行 わ れ た 場 合 、 上 記 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 が 同 一 チ ャ ン ネ ル の 受
信 処 理 を 行 っ て い る の で あ れ ば 、 上 記 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル に 対 す る 再 生 関 連 処 理 を
実 行 さ せ る 制 御 部 と 、
　 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 記 録 再 生 装 置 。

　 上 記 制 御 部 は 、 上 記 同 時 記 録 実 行 中 に 、 上 記 操 作 部 に よ り 再 生 関 連 操 作 が 行 わ れ た 場 合
、 上 記 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 が 異 な る チ ャ ン ネ ル の 受 信 処 理 を 行 っ て い る の で あ れ ば 、
上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル に 対 す る 再 生 関 連 処 理 を 実 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ に 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。

　 上 記 コ ン テ ン ツ 信 号 の 記 録 は 、 放 送 コ ン テ ン ツ を 録 画 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 記 録 再 生 装 置 。



【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】

【 請 求 項 １ １ 】

【 請 求 項 １ ２ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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　 上 記 コ ン テ ン ツ 信 号 の 記 録 は 、 オ ー デ ィ オ 放 送 を 録 音 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 記 録 再 生 装 置 。

　 上 記 再 生 関 連 処 理 は 、 頭 出 し サ ー チ 、 早 戻 し サ ー チ 、 早 送 り サ ー チ 、 通 常 再 生 、 又 は 変
速 再 生 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。

　 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と し て 上 記 記 録 媒 体 へ の 記 録 は 、 上 記 操 作 部 の 操 作 に 応
じ て 開 始 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。

　 上 記 操 作 部 の 操 作 に 応 じ て 、 チ ャ ン ネ ル 切 り 換 え 時 点 か ら の コ ン テ ン ツ を 上 記 第 １ の コ
ン テ ン ツ フ ァ イ ル と し て 上 記 記 録 媒 体 へ の 記 録 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記
録 再 生 装 置 。

　 上 記 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と し て 上 記 記 録 媒 体 へ の 記 録 は 、 予 約 録 画 、 自 動 録 画 、
又 は 手 動 録 画 と し て の 通 常 録 画 に よ る 記 録 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録
再 生 装 置 。

　 上 記 自 動 録 画 は 、 ユ ー ザ ー の 視 聴 履 歴 又 は 録 画 履 歴 か ら 自 動 的 に コ ン テ ン ツ を 選 択 し て
行 う 録 画 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。

　 上 記 記 録 媒 体 に 記 録 さ れ る 上 記 第 １ 、 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル に は 各 々 ユ ニ ー ク な コ
ー ド が 付 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 再 生 装 置 。

　 コ ン テ ン ツ 信 号 の 受 信 処 理 を 行 う 少 な く と も 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 と 、
　 上 記 第 １ ， 第 ２ の 受 信 処 理 部 で 得 ら れ る 各 コ ン テ ン ツ 信 号 を 同 時 に 記 録 媒 体 に 記 録 又 は
再 生 処 理 を 行 う 記 録 再 生 処 理 部 と 、
　 上 記 受 信 処 理 部 か ら 出 力 さ れ る コ ン テ ン ツ 信 号 、 又 は 上 記 記 録 再 生 処 理 部 に よ っ て 記 録
媒 体 か ら 再 生 さ れ る コ ン テ ン ツ 信 号 を 所 定 の 出 力 部 に 出 力 さ せ る 出 力 処 理 部 と 、
　 ユ ー ザ ー 操 作 の た め の 操 作 部 と 、
　 を 備 え る 記 録 再 生 装 置 に お け る 再 生 処 理 方 法 と し て 、
　 上 記 操 作 部 で 指 示 さ れ た チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ 信 号 を 、 上 記 第 １ の 受 信 処 理 部 で 得 て
上 記 出 力 部 に 出 力 さ せ な が ら 、 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と し て 記 録 媒 体 へ 記 録 す る 第 １
の 受 信 及 び 記 録 ス テ ッ プ と 、
　 上 記 第 ２ の 受 信 処 理 部 で 得 ら れ る 或 る チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ 信 号 を 第 ２ の コ ン テ ン ツ
フ ァ イ ル と し て 記 録 媒 体 に 記 録 す る 第 ２ の 受 信 及 び 記 録 ス テ ッ プ と 、
　 上 記 第 １ ， 第 ２ の 受 信 及 び 記 録 ス テ ッ プ が 同 時 に 実 行 さ れ て い る と き に 上 記 操 作 部 に よ
り 再 生 関 連 操 作 が 行 わ れ た 場 合 、 上 記 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 が 同 一 の チ ャ ン ネ ル の 受 信
処 理 を 行 っ て い れ ば 上 記 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル に 対 す る 再 生 関 連 処 理 を 実 行 す る 再 生
ス テ ッ プ と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 再 生 処 理 方 法 。

　 上 記 再 生 ス テ ッ プ は 、 上 記 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 が 異 な る チ ャ ン ネ ル の 受 信 処 理 を 行
っ て い れ ば 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル に 対 す る 再 生 関 連 処 理 を 実 行 す る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の 再 生 処 理 方 法 。



【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 放 送 コ ン テ ン ツ 受 信 し 、 ま た 記 録 再 生 す る こ と の で き
る 記 録 再 生 装 置 、 及 び そ の 再 生 処 理 方 法 に 関 す る も の で あ る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 そ こ で 本 発 明 は 、 複 数 の 受 信 処 理 手 段 を 備 え 、 各 受 信 処 理 手 段 で 受 信 さ れ た 放 送 コ ン テ
ン ツ 信 号 を 同 時 に 記 録 再 生 で き る ビ デ オ レ コ ー ダ の よ う な 記 録 再 生 装 置 に お い て 、 ユ ー
ザ ー の 操 作 性 を 良 好 と し 、 利 便 性 を 向 上 さ せ る こ と を 目 的 と す る 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 の 記 録 再 生 装 置 は 、

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 本 発 明 の 再 生 処 理 方 法 は 、
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等 の コ ン テ ン ツ 信 号 を

等

コ ン テ ン ツ 信 号 の 受 信 処 理 を 行 う 少 な く と も 第 １ 、 第 ２ の 受
信 処 理 部 と 、 上 記 第 １ ， 第 ２ の 受 信 処 理 部 で 得 ら れ る 各 コ ン テ ン ツ 信 号 を 同 時 に 記 録 媒 体
に 記 録 又 は 再 生 処 理 を 行 う 記 録 再 生 処 理 部 と 、 制 御 部 と を 備 え る 。 こ の 制 御 部 は 、 上 記 受
信 処 理 部 か ら 出 力 さ れ る コ ン テ ン ツ 信 号 、 又 は 上 記 記 録 媒 体 か ら 再 生 さ れ る コ ン テ ン ツ 信
号 を 所 定 の 出 力 部 に 出 力 さ せ る 出 力 処 理 部 と 、 ユ ー ザ ー 操 作 の た め の 操 作 部 と 、 上 記 操 作
部 で 指 示 さ れ た チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ 信 号 を 、 上 記 第 １ の 受 信 処 理 部 で 得 て 上 記 出 力 部
に 出 力 さ せ な が ら 、 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と し て 上 記 記 録 媒 体 へ 記 録 し て お り 、 ま た
、 上 記 第 ２ の 受 信 処 理 部 で 得 ら れ る 或 る チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ 信 号 を 第 ２ の コ ン テ ン ツ
フ ァ イ ル と し て 上 記 記 録 媒 体 に 記 録 し て い る 、 同 時 記 録 実 行 中 に 、 上 記 操 作 部 に よ り 再 生
関 連 操 作 （ 例 え ば 頭 出 し サ ー チ 、 早 戻 し サ ー チ 、 早 送 り サ ー チ 、 通 常 再 生 、 変 速 再 生 等 ）
が 行 わ れ た 場 合 、 上 記 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 が 同 一 チ ャ ン ネ ル の 受 信 処 理 を 行 っ て い る
の で あ れ ば 、 上 記 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル に 対 す る 再 生 関 連 処 理 を 実 行 さ せ る 。
　 ま た 上 記 制 御 部 は 、 上 記 同 時 記 録 実 行 中 に 、 上 記 操 作 部 に よ り 再 生 関 連 操 作 が 行 わ れ た
場 合 、 上 記 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 が 異 な る チ ャ ン ネ ル の 受 信 処 理 を 行 っ て い る の で あ れ
ば 、 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル に 対 す る 再 生 関 連 処 理 を 実 行 さ せ る 。
　 上 記 コ ン テ ン ツ 信 号 の 記 録 と は 、 放 送 コ ン テ ン ツ を 録 画 や 、 オ ー デ ィ オ 放 送 の 録 音 等 で
あ る 。

コ ン テ ン ツ 信 号 の 受 信 処 理 を 行 う 少 な く と も 第 １ 、 第 ２ の 受
信 処 理 部 と 、 上 記 第 １ ， 第 ２ の 受 信 処 理 部 で 得 ら れ る 各 コ ン テ ン ツ 信 号 を 同 時 に 記 録 媒 体
に 記 録 又 は 再 生 処 理 を 行 う 記 録 再 生 処 理 部 と 、 上 記 受 信 処 理 部 か ら 出 力 さ れ る コ ン テ ン ツ
信 号 、 又 は 上 記 記 録 再 生 処 理 部 に よ っ て 記 録 媒 体 か ら 再 生 さ れ る コ ン テ ン ツ 信 号 を 所 定 の
出 力 部 に 出 力 さ せ る 出 力 処 理 部 と 、 ユ ー ザ ー 操 作 の た め の 操 作 部 と を 備 え る 記 録 再 生 装 置
に お け る 再 生 処 理 方 法 で あ る 。 そ し て 、 上 記 操 作 部 で 指 示 さ れ た チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ
信 号 を 、 上 記 第 １ の 受 信 処 理 部 で 得 て 上 記 出 力 部 に 出 力 さ せ な が ら 、 第 １ の コ ン テ ン ツ フ
ァ イ ル と し て 記 録 媒 体 へ 記 録 す る 第 １ の 受 信 及 び 記 録 ス テ ッ プ と 、 上 記 第 ２ の 受 信 処 理 部
で 得 ら れ る 或 る チ ャ ン ネ ル の コ ン テ ン ツ 信 号 を 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル と し て 記 録 媒 体



【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 こ の よ う な 本 発 明 で は 、 第 １ の 受 信 処 理 ラ イ
ブ 視 聴 中 の ユ ー ザ ー が 、 再 生 関 連 操 作 を 行 っ た 場 合 に 、 記 録 さ れ た コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル の
内 で ユ ー ザ ー に と っ て 最 も 適 切 な コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル の 再 生 処 理 が 行 わ れ る 。
　 即 ち 、 ユ ー ザ ー の 視 聴 中 の 再 生 関 連 操 作 は 、 通 常 、 視 聴 中 の 番 組 の 再 生 映 像 を 求 め る も
の で あ る た め 、 第 １ の 受 信 処 理 で 得 ら れ ン テ ン ツ の ラ イ ブ 録 画 と 、 第 ２ の 受 信 処 理

で 得 ら れ ン テ ン ツ の 通 常 録 画 が 異 な る チ ャ ン ネ ル の 番 組 で あ る 場 合 は 、 ラ イ ブ 録 画
さ れ た 映 像 （ 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル ） を 再 生 処 理 す る こ と が 適 切 で あ る 。 一 方 、 も し
、 第 １ の 受 信 処 理 で 得 ら れ ン テ ン ツ の ラ イ ブ 録 画 と 、 第 ２ の 受 信 処 理 で 得 ら れ

ン テ ン ツ の 通 常 録 画 が 同 じ チ ャ ン ネ ル の 番 組 で あ る 場 合 は 、 通 常 録 画 し た 映 像 （ 第 ２ の
コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル ） は 、 番 組 の 最 初 か ら 録 画 さ れ て い る も の で あ る こ と が 多 い た め 、 ユ
ー ザ ー が 再 生 を 求 め た 場 合 は 、 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル の 再 生 処 理 を 行 う こ と が 適 切 と
な る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 第 １ の 受 信 処 理 で 得 ら れ ン テ ン ツ の 視 聴 及 び ラ イ ブ 録 画 （ 第 １
の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル の 録 画 ） と 、 第 ２ の 受 信 処 理 で 得 ら れ ン テ ン ツ の 通 常 録 画 （
第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル の 録 画 ） が 同 時 に 実 行 さ れ て い る 場 合 、 ユ ー ザ ー が 再 生 関 連 操
作 を 行 っ た 場 合 は 、 も し 第 １ ， 第 ２ の 受 信 処 理 の 受 信 チ ャ ン ネ ル が 異 な れ ば 、 第 １ の コ
ン テ ン ツ フ ァ イ ル の 再 生 処 理 が 行 わ れ 、 第 １ ， 第 ２ の 受 信 処 理 の 受 信 チ ャ ン ネ ル が 同 一
で あ れ ば 、 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル の 再 生 処 理 が 行 わ れ る 。 こ れ に よ っ て 、 ユ ー ザ ー が
視 聴 中 に 再 生 を 希 望 す る 操 作 を 行 っ た 場 合 に 、 適 切 な コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル を 対 象 と し て 再
生 処 理 で き る こ と に な る 。 つ ま り ユ ー ザ ー に と っ て は 、 視 聴 中 に 、 視 聴 中 の 番 組 に つ い て
の 直 前 の 映 像 や 番 組 の 最 初 か ら の 映 像 を 簡 易 な 操 作 で 見 る こ と が で き る よ う に な り 、 操 作
性 や 利 便 性 を 大 き く 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 図 ３ に は 、 ｔ ２ 時 点 以 降 で の 、 ス ト レ ー ジ １ ８ に 形 成 さ れ る コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル の 様 子
を 示 し て い る 。
　 コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル Ｆ Ｌ １ ， Ｆ Ｌ ２ ・ ・ ・ は 、 そ れ 以 前 に 録 画 さ れ た コ ン テ ン ツ フ ァ イ
ル を 示 し て お り 、 そ れ ぞ れ タ イ ト ル Ｉ Ｄ （ Ｉ Ｄ １ ， Ｉ Ｄ ２ ・ ・ ・ ） と し て ユ ニ ー ク な コ ー
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に 記 録 す る 第 ２ の 受 信 及 び 記 録 ス テ ッ プ と 、 上 記 第 １ ， 第 ２ の 受 信 及 び 記 録 ス テ ッ プ が 同
時 に 実 行 さ れ て い る と き に 上 記 操 作 部 に よ り 再 生 関 連 操 作 が 行 わ れ た 場 合 、 上 記 第 １ 、 第
２ の 受 信 処 理 部 が 同 一 の チ ャ ン ネ ル の 受 信 処 理 を 行 っ て い れ ば 上 記 第 ２ の コ ン テ ン ツ フ ァ
イ ル に 対 す る 再 生 関 連 処 理 を 実 行 す る 再 生 ス テ ッ プ と を 備 え る 。
　 ま た 上 記 再 生 ス テ ッ プ は 、 上 記 第 １ 、 第 ２ の 受 信 処 理 部 が 異 な る チ ャ ン ネ ル の 受 信 処 理
を 行 っ て い れ ば 上 記 第 １ の コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル に 対 す る 再 生 関 連 処 理 を 実 行 す る 。
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ド が 付 与 さ れ る 。
　 ｔ ２ 時 点 以 降 の 期 間 は 、 ユ ー ザ ー が ｃ ｈ １ を 視 聴 し て い る た め 、 ｃ ｈ １ の ラ イ ブ 録 画 が
行 わ れ て い る 。 こ の た め 、 ラ イ ブ 用 チ ュ ー ナ １ で 得 ら れ た 映 像 信 号 及 び 音 声 信 号 の 録 画 が
図 示 す る コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル Ｆ Ｌ ｍ と し て 記 録 さ れ て い る 状 態 で あ る 。
　 ま た 、 録 画 用 チ ュ ー ナ ２ に よ り 得 ら れ る 映 像 信 号 及 び 音 声 信 号 の 通 常 録 画 と し て は 、 ｔ
０ 時 点 以 降 継 続 し て ｃ ｈ １ の 番 組 に つ い て 行 わ れ て い る 。 こ れ が コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル Ｆ Ｌ
ｎ と し て 記 録 さ れ て い る 。
　 そ し て こ の 場 合 、 コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル Ｆ Ｌ ｍ に は タ イ ト ル Ｉ Ｄ （ ） が 付 与 さ れ 、
コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル Ｆ Ｌ ｎ に は タ イ ト ル Ｉ Ｄ （ Ｉ Ｄ ｎ ） が 付 与 さ れ た 状 態 を 示 し て い る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 本 例 の デ ジ タ ル ビ デ オ レ コ ー ダ で は 、 ラ イ ブ 映 像 の 視 聴 中 に ラ イ ブ 録 画 を 行 っ て い る こ
と り 、 ユ ー ザ ー が 再 生 関 連 操 作 を 行 う と 、 視 聴 中 の 番 組 の 再 生 映 像 を 出 力 さ せ る こ と
が で き る よ う に さ れ て い る 。 上 述 も し た が 、 再 生 関 連 操 作 と は 、 例 え ば 頭 出 し 、 早 戻 し 、
早 送 り 等 の サ ー チ 、 通 常 再 生 、 変 速 再 生 な ど 、 記 録 媒 体 か ら の 再 生 映 像 を デ ィ ス プ レ イ に
表 示 さ せ る 状 況 に か か る 操 作 の こ と で あ る 。
　 例 え ば ラ イ ブ 用 チ ュ ー ナ １ で ｃ ｈ ４ を 受 信 し て い る ｔ １ ～ ｔ ２ の 期 間 内 の あ る 時 点 で ユ
ー ザ ー が 早 戻 し 等 の 操 作 を 行 え ば 、 ｃ ｈ ４ の ラ イ ブ 録 画 に よ る コ ン テ ン ツ フ ァ イ ル を ス ト
レ ー ジ １ ８ か ら 再 生 し 、 そ の 再 生 映 像 を ｃ ｈ ４ の ラ イ ブ 映 像 に 代 わ っ て デ ィ ス プ レ イ １ ２
に 表 示 さ せ る こ と が で き る 。 こ れ に よ っ て 、 例 え ば 見 て い る 番 組 の 直 前 の シ ー ン な ど を 見
直 す こ と が で き る 。
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